
３．埋蔵文化財に関する取り扱いについて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽村駅西口土地区画整理事業区域内には、３つの埋蔵文化財包蔵地が存在します。 

記録保存のための発掘調査を実施するエリア 

 「埋蔵文化財」とは、土地に埋蔵されている文化財のことで、遺跡のことをいいます。

 これまで、市内の畑や開発計画地から土器や石器などの「遺物」や過去の発掘調査によ

り住居址や土坑などの「遺構：昔の建築物の基礎のあと」などが羽村市でも発見されてい

ます。  
 埋蔵文化財包蔵地内では、建物を建てる場合や工事を行なう場合などは、羽村市教育委

員会との協議により、埋蔵文化財保護の観点から適切な手続きを行なう必要があります。

 このことから、羽村駅西口土地区画整理事業区域内には、３つの埋蔵文化財包蔵地があ

りますので、これまで教育委員会と協議を重ね、調査を行なう区域とそうでない区域を区

分しています。  
なお、今後、街路築造計画や建物移転計画を実施していく際には、関係権利者の皆様と

協議してまいります。  

羽村市郷土博物館紀要第21号より

 
土地区画整理事業区域  

天王台遺跡  

【包蔵地外で確認調査を実施するエリア】 

更に遺構の確認をするために試掘調査を実施し、遺

構が確認された場合には、記録保存のための発掘調

査を実施するエリア 

山根坂上遺跡  

羽ヶ田上遺跡  

埋蔵文化財調査は、土地区画整理事業に起因した改変のため、原則として、施行者で

ある羽村市（教育委員会と調整）が実施いたします。  

羽村駅 

【埋蔵文化財包蔵地】 

試 掘 調 査 を 実 施 し 、 遺 構

が確認された場合には、記

録 保 存 のための発 掘 調 査

を実施するエリア 

・天王台遺跡  
調査を実施しないエリア 

・羽ヶ田上遺跡  

・山根坂上遺跡  
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４．駅前周辺整備について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２３年度 工事予定箇所 

平成２２年度 工事箇所 

羽村駅 平成２３年度 廃道予定箇所 

工事中は、車の通行ができなくなります。 

駐輪場 

 

 
 

羽
村
駅
西
口
駅
前
周
辺
整
備
に
つ
い
て
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 

 
 

平
成
22
年
12
月
の
上
旬
か
ら
、
駅
前
周
辺
街
区
の
形
成
の
た
め
、
道
路
等
築
造
工
事
の
実
施
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
工
事
に
伴
い
、
今
後
、
現
在
の
交
通
処
理
が
変
更
さ
れ
ま
す 

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
な
お
、
道
路
築
造
工
事
完
了
後
に
お
け
る
交
通
規
制
等
の
確
認
を
踏
ま
え
、
切
り
替
え
時
期
を
平
成
23
年
中
に
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 

【工
事
名
称
】
区
画
道
路
築
造
第
２
号
・
特
殊
道
路
築
造
第
１
号
及
び
交
通
広
場
暫
定
整
備
工
事 

【
工
事
期
間
】
平
成
22
年
12
月
の
上
旬
か
ら
３
月
の
中
旬
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

※ 
工
事
期
間
中
は
、
何
か
と
ご
不
便
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
皆
様
方
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
車の進行方向 

羽村駅 

駐輪場 

羽村駅 

駐輪場 

 
車の進行方向 

歩行者専用道路 

はむらん停留所 はむらん停留所 

（年度別工事予定図） 

（暫定整備後における道路網） 

（現在の道路網） 
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５．公金支出差止請求事件について 

 

 

 

 

平成 14 年 11 月に一部の西口住民等から提訴されていました羽村駅西

口土地区画整理事業に対する「公金支出差止請求事件」について、平成

22 年 9 月 30 日、最高裁判所は原告側の上告を棄却する決定をしました。 

これにより、原告側の訴えが退けられ、羽村駅西口土地区画整理事業へ

の公金支出の適法性が認められました。 

この裁判は、平成 14 年 11 月、本事業に関する公金支出の差し止め等

を求め一部の住民等が訴えをおこしたもので、一審の東京地方裁判所及び二

審の東京高等裁判所は、「羽村駅西口土地区画整理事業に係る公金支出の住

民監査請求は、対象が特定されていないことから（住民監査請求は）不適法

である」との理由で、内容を審理せず訴えを退けてきました。 

住民らは二審の判決を不服として上告し、平成 18 年 4 月 25 日の最高裁

判所の判断で「提出された資料等を総合的に判断して特定の行為であること

を認識することは可能である（支出内容を特定し審理しなさい）」として、

「東京地方裁判所に差し戻す」旨の判決がありました。 

この結果を受け改めて裁判所において住民監査請求に基づく公金の支出に

ついて審理されてきましたが、差し戻し後の一審、二審とも「羽村駅西口土

地区画整理事業に関する一切の公金支出の差止め」の訴えを、いずれも却

下・棄却し、去る９月 30 日に、最高裁判所が上告を棄却し原告側の訴えを

退ける決定をくだしました。 

この判決により、羽村駅西口土地区画整理事業の高い公共性・公益性が

認められた上で、事業への公金支出が適正に執行されていることが認めら

れたものです。 

市では、本事業を最重要施策の一つとして位置づけており、引き続き事

業の推進に努めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願

いします。 
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【最高裁判所調書決定（写）抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 裁判所の判決文の写しは、区画整理管理課又は羽村駅西口土地区画整理事務

所でご覧になることができます。 
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○羽村駅西口個別説明事務所 

【開 所 日】毎週月曜日～土曜日 

【開所時間】 

①月・水・金・土曜日 午前 9 時～午後 5 時 

②火・木曜日 午前 9 時～午後 8 時 

【所在地】羽村市羽東１－１４－１ 

℡（０４２）５５４－９０２６ 

お問い合わせはこちらへ 

※ 祝日は、閉所します。 
※ 祝日は、閉所します。 

○羽村駅西口土地区画整理事務所 

【開 所 日】毎週月曜日～金曜日 

【開所時間】 

午前８時３０分～午後５時１５分 

【所在地】羽村市羽東１－２９－３５ 

【電話番号】（０４２）５７０－７４７４ 

 




